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第54期（令和６年度）長野地方最低賃金審議会 

本審、小委員会、専門部会の審議経過 
 
１ 長野地方最低賃金審議会（本審）  

審 議 経 過 一 覧  
回 数 月 日 審 議 内 容 

１ ７月３日 

・長野県最低賃金の改正決定(諮問) 
・長野地方最低賃金審議会の運営 
・長野県最低賃金専門部会の構成 
・長野地方最低賃金審議会日程 
・関係労使からの意見聴取 

２ ７月29日 

・運営問題小委員会委員長報告 
・特定最低賃金検討小委員会委員長報告 
・関係労使からの意見聴取 
・地域別最低賃金額改定の目安(伝達) 

３   ８月５日 

・長野県最低賃金専門部会長報告 
・長野県最低賃金の審議 
・長野県最低賃金の改正決定(答申) 
・特定最低賃金(３業種)の改正決定の必要性(諮問) 

４ ８月21日 

・長野地方最低賃金審議会の意見に関する異議の申出(諮問) 
・長野地方最低賃金審議会の意見に関する異議の申出(答申) 
・長野県最低賃金専門部会の廃止 
・特定最低賃金検討小委員会委員長報告 
・特定最低賃金(２業種)の改正決定の必要性の有無(答申) 
・特定最低賃金(２業種)の改正決定(諮問) 

５ ３月11日 
・令和６年度長野地方最低賃金審議会の審議経過等(報告) 
・長野県最低賃金の改正決定（答申）時の政府に対する要望の結果 

・特定最低賃金の金額改正に関わる意向表明(令和７年度) 
 
２ 運営問題小委員会（７月16日） 

運営問題小委員会運営規程、令和６年度長野地方最低賃金審議会の運営方針、

関係労使からの意見聴取について審議が行われ、以下の結論となった。  
（１）運営問題小委員会運営規程は、同運営規程 (案 )のとおり了承された。  
（２）令和６年度長野地方最低賃金審議会の運営方針については、長野県最低賃

金、特定最低賃金ごとに検討され「長野地方最低賃金審議会の運営について

(報告 )」のとおり取りまとめた上で、７月29日の本審において報告することと

なった。取りまとめられた内容は以下のとおり。  
  ア  長野県最低賃金について  

①   発効は、10 月１日を目途に審議する。  
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②   関係労使からの意見聴取は、意見陳述により行う。  
③   結審は、審議会令第６条第５項は適用しない。  

イ  特定最低賃金について  
①   発効は、原則、従来どおりとする。  
②  第１回の専門部会は全業種の合同部会とする。  
③  各専門部会は、３回を目途で結審とする。  
④   結審は、全会一致に限り審議会令第６条第５項を適用する。  

 
３  特定最低賃金検討小委員会(第１回７月16日） 

特定最低賃金検討小委員会運営規程、特定最低賃金適用使用者数・適用労働

者数、今後の審議の進め方について審議が行われ、以下の結論となった。  
（１）特定最低賃金検討小委員会運営規程は、同運営規程(案)のとおり了承され

た。 

（２）特定最低賃金適用使用者数・適用労働者数等を確認の上、同適用使用者数・

適用労働者数に関する報告書が承認となった。  

① 計量器等製造業………………適用使用者数 1,290 名、 適用労働者数 58,319 名 

② はん用機械器具等製造業……適用使用者数 1,617 名、 適用労働者数 41,618 名 

③ 各種商品小売業………………適用使用者数   48 名、 適用労働者数  3,938 名 

④ 印刷、製版業…………………適用使用者数   300 名、 適用労働者数  3,297 名 

 
４ 特定最低賃金検討小委員会(第２回８月８日） 
   令和６年度特定最低賃金の改正の必要性の有無について審議が行われ、以下

の結論となった。  
（１）令和６年度特定最低賃金の改正の必要性の有無について特定最低賃金 (３業

種 )の「申出書」の審査結果について、特定最低賃金の改正等の要件、令和６

年度申出書審査結果、特定最低賃金の改正申出状況の推移等を審議し、３業

種いずれも改正の要件を満たすことが承認された。  
（２）特定最低賃金 (３業種 )の改正の必要性の有無について審議した結果、計量器

等製造業とはん用機械器具等製造業の２業種について、改正決定の必要性が

あることが承認され、８月21日の本審に報告することが承認された。  
 
５ 長野県最低賃金  
  審 議 経 過 一 覧  

回  数  月  日  審 議 内 容 

１  ７月 ３日  

【第１回本審】 

長野県最低賃金の改正決定(諮問) 
長野県最低賃金専門部会の構成 

２  ７月 16日  
【運営問題小委員会】 
運営問題小委員会運営規程、長野地方最低賃金審議会
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の運営方針(長野県最低賃金) 

３  ７月 29日  
【第２回本審】 

地域別最低賃金額改定の目安(伝達) 
運営問題小委員会報告、関係労使からの意見陳述 

４  ７月 29日  

【第１回長野県最低賃金専門部会】 

長野県最低賃金専門部会運営規程、中央最低賃金審議会 

の審議状況、今後の審議の進め方 

５  ７月31日 
【第２回長野県最低賃金専門部会】 

改正審議 

６  ８月２日 
【第３回長野県最低賃金専門部会】 

改正審議 

７  ８月５日 

【第４回長野県最低賃金専門部会】 

改正審議後、採決し、結審（全会一致） 
長野県最低賃金専門部会報告 

８  ８月５日 
【第３回本審】 

長野県最低賃金専門部会報告後、採決し、結審（全会一致）、

答申 

９  ８月 21日  

【第４回本審】 

長野地方最低賃金審議会の意見(答申)について、長野県労

働組合連合会、生協労連コープネットグループ労働組合及

び一般社団法人長野県タクシー協会から異議申出があり、

諮問を受けて審議した結果、答申のとおり決定することが

適当であるとの結論に達し、その旨を答申した。 

 
６ 長野県最低賃金専門部会の審議及び本審での審議経過 
（１）長野県最低賃金については、７月３日に改正決定の諮問を受け、同日の審議

会本審において、長野県最低賃金専門部会に審議が付託され、４回の同専門部

会の開催と関係労使からの意見陳述を行い、最低賃金法の趣旨、県下の経済雇

用状況、賃金実態調査結果等に基づき、慎重に審議された。  
（２）８月５日、第４回専門部会の審議において、労使の主張に隔たりがあるま

ま意見がまとまらず、公益見解により採決した結果、最終的に全会一致とな

り、現行の特定最低賃金を50円引き上げ、時間額998円とすることで結審した。 
（３）８月５日、第３回本審の審議において専門部会報告を行い、採決した結果、

全会一致で結審し、答申した。  
（４）８月30日に官報公示され、以下の金額が10月１日に指定日発効となった。  

 
◎長野県最低賃金 時間額 998 円 5.27％引上げ（＋50円、改正前948円） 
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７ 特定最低賃金 
  審 議 経 過 一 覧  

回  数  月  日  審 議 内 容 

１  ７月 16日  
【 運営問題小委員会】 
長野地方最低賃金審議会の運営方針(特定最低賃金) 

２  ７月 16日  

【第１回特定最低賃金検討小委員会】 
特定最低賃金適用使用者数・適用労働者数 
今後の審議の進め方 

３  ７月 29日  
【第２回本審】 
運営問題小委員会報告 
特定最低賃金検討小委員会報告 

４  ７月 29日  特定最低賃金(３業種)について改正決定申出書の提出 

５  ８月５日 
【第３回本審】 

特定最低賃金(３業種)の改正決定の必要性(諮問) 

６  ８月 ８日  
【第２回特定最低賃金検討小委員会】 
特定最低賃金（３業種）の改正決定の必要性の有無 

７  ８月 21日  

【第４回本審】 

特定最低賃金検討小委員会報告 
特定最低賃金(２業種)の改正決定の必要性の有無(答申) 
特定最低賃金(２業種)の改正決定(諮問) 

８  ９月 18日  

【第１回特定最低賃金専門部会（２業種合同）】 
特定最低賃金専門部会運営規程、特定最低賃金に関する諮問

経緯、今後の審議の進め方、日程調整 

９  ９月 24日  
【第２回はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会】 
改正審議 

10 ９月 28日  
【第２回計量器等製造業最低賃金専門部会】 
改正審議 

11 10月 11日  
【第３回はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会】 
改正審議 

12 10月 11日  
【第４回はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会】 
改正審議、全会一致で結審（第６条５項適用）、(答申) 

13 10月 15日  
【第３回計量器等製造業最低賃金専門部会】 
改正審議 

14 10月 16日  
【第４回計量器等製造業最低賃金専門部会】 
改正審議 

15 11月 １日  
【第５回計量器等製造業最低賃金専門部会】 
改正審議、全会一致で結審（第６条５項適用）、(答申) 
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（１）はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会の審議経過 

①はん用機械器具等製造業最低賃金については、８月21日の審議会において改

正決定の諮問を受け、同日の審議会において、はん用機械器具等製造業最低

賃金専門部会に審議が付託され、計４回の同専門部会を開催し審議が行われ

た。  
②10月 11日、第４回専門部会の審議において双方が歩み寄った結果、全会一致

となり、現行の特定最低賃金を49円引き上げ、時間額1,043円とすることで結

審し、最低賃金審議会令第６条第５項により答申した。  
③11月12日に官報公示され、以下の金額が12月12日に法定発効となった。  
 
◎はん用機械器具等製造業最低賃金 時間額 1,043 円 4.93％引上げ（＋49円、改正前994円） 

 

 

（２）計量器等製造業最低賃金専門部会の審議経過  
①計量器等製造業最低賃金については、８月21日の審議会において改正決定の

諮問を受け、同日の審議会において、計量器等製造業最低賃金専門部会に審

議が付託され、計５回の同専門部会を開催し審議が行われた。  
②11月１日、第５回専門部会の審議において、労使の主張に隔たりのまま意見

がまとまらず、公益見解により採決した結果、最終的に全会一致となり、現

行の特定最低賃金を49円引き上げ、時間額1,032円とすることで結審し、最低

賃金審議会令第６条第５項により答申した。  
③12月２日に官報公示され、以下の金額が令和７年１月１日に法定発効となっ

た。  
◎計量器等製造業最低賃金 時間額 1,032 円 4.98％引上げ（＋49円、改正前983円） 

 

 



Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度
693 694 700 713 728 746 770 795 821 848 849 877 908 948 998

引上額 12 1 6 13 15 18 24 25 26 27 1 28 31 40 50
(目安額) (10) (1) (4) (12) (15) (18) (24) (25) (26) (27) - (28) (31) (40) (50)
引上率 1.76 0.14 0.86 1.86 2.10 2.47 3.22 3.25 3.27 3.29 0.12 3.30 3.53 4.41 5.27
未満率 1.0 1.06 1.95 2.27 2.2 0.9 1.7 1.4 1.2 0.6 1.1 1.1 0.9 1.5 1.2
影響率 1.4 1.08 2.1 3.73 3.55 2.11 5.17 8.7 11.1 12.1 2.1 12.2 17.1 16.3 17.4

【表２】
Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

783 785 790 798 810 823 837 854 872 892 894 916 945 983 1,032
引上額 6 2 5 8 12 13 14 17 18 20 2 22 29 38 49
引上率 0.77 0.26 0.64 1.01 1.50 1.60 1.70 2.03 2.11 2.29 0.22 2.46 3.17 4.02 4.98
未満率 7.96 8.90 9.93 9.1 7.4 9.6 11.8 11.3 11.8 10.2 11.6 4.7 5.8 8.6 7.3
影響率 8.90 9.31 12.26 10.7 12.7 18.8 14.18 18.6 16.9 17.1 13.0 11.0 12.6 19.5 16.7

【表３】
Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

  はん用機械器具等最低賃金 794 796 801 809 821 834 848 865 883 903 905 927 956 994 1,043
引上額 5 2 5 8 12 13 14 17 18 20 2 22 29 38 49
引上率 0.63 0.25 0.63 1.00 1.48 1.58 1.68 2.00 2.08 2.27 0.22 2.43 3.13 3.97 4.93
未満率 2.73 3.01 2.55 6.3 4.5 1.8 6.2 7.5 9.7 7.8 8.8 5.3 4.4 6.3 8.5
影響率 3.08 3.08 2.63 8.1 4.7 2.90 7.81 12.4 12.2 12.8 9.4 8.5 8.4 9.6 12.1

【表４】
Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

751 753 756 763 773 786 800 817 835 855 857 879 910 950 950
引上額 4 2 3 7 10 13 14 17 18 20 2 22 31 40　　　　　　―
引上率 0.54 0.27 0.40 0.93 1.31 1.68 1.78 2.13 2.20 2.40 0.23 2.57 3.53 4.40　　　　　　―
未満率 1.87 5.45 1.51 10.5 7.5 0.50 21.80 4.6 19.7 5.1 16.7 6.2 0.5 0.7　　　　　　―
影響率 4.06 5.92 2.03 18.5 24.4 1.20 24.88 15.1 27.7 9.0 16.7 16.8 39.4 29.3　　　　　　―

【表５】
Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

  印刷、製版業最低賃金 746 747 747 747 747 747 781 809 827 850 850 850 850 850 850
引上額 3 1　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　― 34 28 18 23　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―
引上率 0.40 0.13　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　― 4.55 3.59 2.22 2.78　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―
未満率 1.24 7.11　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　― 4.40 2.1 3.9 1.3　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―
影響率 1.24 7.18　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　― 8.99 7.4 7.8 6.4　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　―

      ２　「影響率」とは、最低賃金を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者の割合をいう。
      ３　「未満率」及び「影響率」は、各年度ごとに算出された数値をそのまま使用しています。
      ４　引上額等の「－」は、当該年度に金額改定がないものです。

  計量器等最低賃金

年　度

年　度

注：表１～５とも  １　「未満率」とは、最低賃金額を改正する前に、最低賃金額を下回っている労働者の割合をいう。

年　度

　各種商品小売業最低賃金

【表１】

  長野県最低賃金

年　度

長野県における最低賃金額改定の推移(引上額等)

年　度

資
料

番
号

NO.36



ランク
目安額
【円】

改定額
【円】

改定前の額
【円】

引上げ額
 【円】

目安差額
【円】

発効年月日

B 50 1010 （960） 50 ±0 2024年 10月1日

C 50 953 （898） 55 ＋5 2024年 10月5日

C 50 952 (893) 59 ＋9 2024年 10月27日

B 50 973 (923) 50 ±0 2024年 10月1日

C 50 951 (897) 54 +4 2024年 10月1日

C 50 955 (900) 55 +5 2024年 10月19日

B 50 955 (900) 55 +5 2024年 10月5日

B 50 1005 (953) 52 +2 2024年 10月1日

B 50 1004 (954) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 985 (935) 50 ±0 2024年 10月4日

A 50 1078 (1028) 50 ±0 2024年 10月1日

A 50 1076 (1026) 50 ±0 2024年 10月1日

A 50 1163 (1113) 50 ±0 2024年 10月1日

A 50 1162 (1112) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 985 (931) 54 +4 2024年 10月1日

B 50 998 (948) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 984 (933) 51 +1 2024年 10月5日

B 50 984 (931) 53 +3 2024年 10月5日

B 50 988 (938) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 998 (948) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 1001 (950) 51 +1 2024年 10月1日

B 50 1034 (984) 50 ±0 2024年 10月1日

A 50 1077 (1027) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 1023 (973) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 1017 (967) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 1058 (1008) 50 ±0 2024年 10月1日

A 50 1114 (1064) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 1052 (1001) 51 +1 2024年 10月1日

B 50 986 (936) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 980 (929) 51 +1 2024年 10月1日

C 50 957 (900) 57 +7 2024年 10月5日

B 50 962 (904) 58 +8 2024年 10月12日

B 50 982 (932) 50 ±0 2024年 10月2日

B 50 1020 (970) 50 ±0 2024年 10月1日

B 50 979 (928) 51 +1 2024年 10月1日

B 50 980 (896) 84 +34 2024年 11月1日

B 50 970 (918) 52 +2 2024年 10月2日

B 50 956 (897) 59 +9 2024年 10月13日

C 50 952 (897) 55 +5 2024年 10月9日

B 50 992 (941) 51 +1 2024年 10月5日

C 50 956 (900) 56 +6 2024年 10月17日

C 50 953 (898) 55 +5 2024年 10月12日

C 50 952 (898) 54 +4 2024年 10月5日

C 50 954 (899) 55 +5 2024年 10月5日

C 50 952 (897) 55 +5 2024年 10月5日

C 50 953 (897) 56 +6 2024年 10月5日

C 50 952 (896) 56 +6 2024年 10月9日

1055 (1004) 51 +1 -全国加重平均

都道府県名

沖　 縄

鹿児島

大  分

宮  崎

長  崎

熊  本

福  岡

佐  賀

愛  媛

高  知

徳  島

香  川

広  島

山  口

島  根

岡  山

和歌山

鳥  取

兵  庫

奈  良

京  都

大  阪

三  重

滋  賀

静  岡

愛  知

長　野

岐  阜

福  井

山  梨

富  山

石  川

神奈川

新  潟

千  葉

東　京

群  馬

埼  玉

青  森

岩  手

北海道

令和６年度地域別最低賃金改定状況

茨  城

栃  木

山  形

福  島

宮  城

秋  田
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別紙１ 

 

長野県最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   長野県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

   １時間９９８円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和６年10月１日 
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別紙２ 

 

長野県最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 地域別最低賃金 

（１）件   名  長野県最低賃金 

（２）最低賃金額  時間額９０８円 

（３）発 効 日  令和４年10月１日 

 

２ 生活保護水準 

（１） 比較対象者 

18～19歳・単身世帯者 

（２）対象年度 

令和４年度 

（３）生活保護水準（令和４年度） 

生活扶助基準(第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費)の長野県内人口加

重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額（94,993円） 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

   上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（注）と上記２の（３）に掲

げる金額とを比較すると長野県最低賃金が下回っているとは認められなかっ

た。 

（注）１箇月換算額 

   908円（長野県最低賃金）×173．8（一箇月平均法定労働時間数） 

×0．807（可処分所得の総所得に対する比率）＝127,353円 
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別紙３ 

 

長野地方最低賃金審議会総意の政府に対する要望について 

 

１ 今年度の改正額は、特に中小企業・小規模事業者にとっては、原材料費等

の高騰といった企業経営を取り巻く環境を踏まえれば、賃金支払能力の点

で厳しいものであり、継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性が不可欠

であるとともに、生産性向上の支援や官公需における対応を含めた取引条

件の改善等に引き続き取り組むことを強く要望する。 

 

 ２ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金を受

給できるよう一層の取組を求めるとともに、特に業務改善助成金については、

原材料費等の高騰にも対応したものとするなど、より一層の実効性ある支援

の拡大・拡充を強く要望する。 

 

 ３ 下請取引の適正化については、中小企業・小規模事業者が賃上げ原資を確

保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁

に向けた環境整備を強く要望する。 
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「政府に対する要望」に関する 

長野労働局の事業者支援についての取組み 

 

 

  〇政府に対する要望の概要 

１ 継続的に賃上げしやすい環境整備、生産性向上の支援、取引条件の改善 

２ 各種助成金の周知等の取組み、業務改善助成金の支援拡充 

３ 賃上げ原資の確保、価格転嫁に向けた環境整備 

 

〇長野労働局の事業者支援についての取組み 

１ 10 月 1 日、ＪＲ長野駅前で実施した最低賃金改定額の街頭啓発において、会場に 

「事業者支援コーナー」を設置し、業務改善助成金担当（長野労働局雇用環境・均

等室）、令和６年１月から実施している長野県の業務改善助成金上乗せ補助制度担当、

長野働き方改革推進支援センターの三者が連携して、ポスター掲示や支援策リーフ

レット配布を実施した。 

 

２ ＪＲ長野駅前の大型ビジョンで、最低賃金額改定額と賃上げ支援策をセットで周

知する動画を放映した。 

 

３ 10 月 1 日のＪＲ長野駅前街頭啓発後の長野労働局定例記者会見に、長野県産業労

働部次長が出席して、長野県独自の業務改善助成金上乗せ補助制度について説明し、

共同で最低賃金改定額の周知及び賃上げ支援策の周知、利用促進を広報した。 

 

４ 長野県知事、県内１９市長、経済産業省関東経済産業局長との連名による価格転

嫁、賃金引上げの要請書をあらゆる機会を捉えて配付しており、令和６年度は、約

１万の事業場に対して配付し、価格転嫁、事業者支援措置の活用、賃金引上げを含

めた労働環境の整備について要請を行った。（令和７年１月末時点） 

 

５ 別紙３の政府に対する要望については、審議会終了後、直ちに厚生労働省に情報

を提供した。 
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○10/1JR 長野駅前街頭啓発 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○11/29 最低賃金ポスターデザインコンテスト表彰式 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会式の様子 （左から）長野県産業労働部 滝沢次長、 

長野労働局三浦局長、連合長野 根橋会長 

事業者支援コーナーを設置（長野働き方改革推進支援センター、雇均室、

長野県労働雇用課の各担当を配置）して、事業者支援策をＰＲ 

長野駅前大型ビジョンで朝夕、 

周知動画を放映 

開会式後のティッシュ配布の様子 

長野駅前ペデストリアンデッキの横断幕 

入賞者、関係者との記念撮影 長野労働局長賞受賞者との記念撮影 
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時間額 効力発生日

円

令和６年
10月１日

時間額 効力発生日 適用除外業種 適用除外者及び適用除外業務

円

令和７年
１月１日

測量機械器具製造業、理化
学機械器具製造業及びこれ
らの産業において管理、補
助的経済活動を行う事業所

円

令和６年
12月12日

ボイラ・原動機製造業、建
設用ショベルトラック製造
業、繊維機械製造業（毛糸
手 編 機 械 製 造 業 を 除
く。）、計量器・測定器・
分析機器・試験機・測量機
械器具・理化学機械器具製
造業、医療用機械器具・医
療用品製造業、光学機械器
具・レンズ製造業、武器製
造業及びこれらの産業にお
いて管理、補助的経済活動
を行う事業所

998 円

998 円

検索

特定（産業別）最低賃金

　※   それぞれの特定（産業別）最低賃金の適用除外業種、適用除外者及び適用除外業務に該当する場合は、長野県最低賃金が適用
       されます。（適用業種、適用除外業種に係る日本標準産業分類の区分は、長野労働局ホームページをご確認ください。）

　

　※　複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。

　　（それぞれの最低賃金の効力発生日にご注意ください。）

地域別最低賃金

★以下の産業で働く労働者には、それぞれの特定（産業別）最低賃金が適用されます。

　※   精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は

計量器・測定器・分析機
器・試験機、医療用機械
器具・医療用品、光学機
械器具・レンズ、電子部
品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通
信機械器具、時計・同部
分品、眼鏡製造業

 ①18歳未満又は65歳以上の者

 ②雇入れ後６月未満の者であって、
　 技能習得中のもの

 ③次に掲げる業務（これらの業務
    のうち流れ作業の中で行う業務
    を除く。）に主として従事する
    者
 
  イ  清掃又は片付けの業務
  ロ  手作業による選別、袋詰め、
    箱詰め又は包装の業務
  ハ  手作業により又は手工具若し
    くは手持空圧・電動工具を使用
    して行う熟練を要しない部品の
    組立て又は加工の業務

はん用機械器具、生産
用機械器具、業務用機
械器具、自動車・同附属
品、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業

各種商品小売業

　※　派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

印 刷 、 製 版 業

　※　技能実習制度における技能実習生は、特定（産業別）最低賃金の適用除外者の１つである「雇入れ後６月未満の者であって、
　   技能習得中のもの」には該当しません。

※令和６年度の金額改正がないことから、令和６年10月１日から長野県最低賃金
　時間額998円が適用されます。

長野労働局

　　算入されません。
　※    最低賃金を一定額以上に引き上げた中小企業・小規模事業者への支援制度として、「業務改善助成金」があります。
   　     詳しくは、長野労働局ホームページをご覧ください。
　※　この一覧表を常時作業場の見やすい場所に掲示してください。

最低賃金とは・・・ 業務改善助成金☞
お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署 又は

長野労働局労働基準部賃金室（電話０２６-２２３-０５５５）へ

☞

最低賃金
長 野 県

★長野県最低賃金は、

長野県内の事業場で働く

全ての労働者に適用され

ます。

改正前 ９８３円

改正前 ９９４円

長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」

©長野県アルクマ
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事 業 主 各 位  
 
 
現下の雇用経済情勢等を踏まえた価格転嫁及び賃金引上げの御検討等に
ついて（要請） 
 
 

時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 
 

長野県内における消費者物価指数は、令和６年 12 月時点で長野市にお
いて、総合指数は、2020 年（令和２年）を 100 として 112.1 となり、
前月比は 0.3％上昇しました。また、前年同月比は 3.7％上昇し、40 か
月連続で前年同月を上回りました。生鮮食品を除く総合指数は 111.2 と
なり、前月比は 0.2％上昇しました。また、前年同月比は 3.2％上昇し、
41 か月連続で前年同月を上回りました。 

また、長野県内における雇用情勢については、令和６年 12 月時点で有
効求人倍率が 1.29 倍になるなど求人数が求職数を上回るいわゆる人手不
足の現状にあります。 

このような現下の物価高や人手不足等を背景として、令和６年の長野県
内における春闘においては、６月 30 日現在で平均妥結額が平成５年以来
となる 9,000 円台となるなど、高い水準の賃金の引上げがなされたとこ
ろです。 

長野県におきましては、令和４年 12 月 27 日に、経営者団体、労働団
体、国、市長会、町村会及び長野県が相互連携し、「価格転嫁と賃上げを促
し地域経済の活性化に取り組む共同宣言」を発出し、価格転嫁・賃上げを
推進する取組の促進を行うこととしております。 

企業の皆様方におかれては、現下の県内における物価、雇用経済の状況
や共同宣言の趣旨等を御理解いただくとともに、国や地方自治体における
賃金の引上げに係る各種の支援措置等（別添参照）を御活用いただくこと
により、本年のみならず、今後においても賃金の引上げを含めた労働環境
整備の実現について御検討を行っていただくようお願い申し上げます。 

また、その際には、非正規雇用労働者について、正規雇用労働者との間
の不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応に
取り組んでいただきますようお願い申し上げます。 

なお、企業間取引を行う企業の皆様方におかれては、相手方企業におけ
る労務費改善の観点からの価格転嫁の必要性にも御留意いただきますよ
うお願い申し上げます。 
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長野県知事   阿 部  守 一 
長 野 市 長   荻 原  健 司 
松 本 市 長   臥 雲  義 尚 
上 田 市 長   土 屋  陽 一 
岡 谷 市 長   早 出  一 真 
飯 田 市 長   佐 藤  健 
諏 訪 市 長   金 子  ゆ か り 
須 坂 市 長   三 木  正 夫 
小 諸 市 長   小 泉  俊 博 
伊 那 市 長   白 鳥  孝 
駒ヶ根市長   伊 藤  祐 三 
中 野 市 長   湯 本  隆 英 
大 町 市 長   牛 越  徹 
飯 山 市 長   江 沢  岸 生 
茅 野 市 長   今 井  敦 
塩 尻 市 長   百 瀬  敬 
佐 久 市 長   栁 田  清 二 
千 曲 市 長   小 川  修 一 
東 御 市 長   花 岡  利 夫 
安曇野市長   太 田  寛 
 
経済産業省関東経済産業局長 
        佐 合 達 矢 
厚生労働省長野労働局長 

   三 浦 栄 一 郎 
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1 / 1 ページ

業務改善助成金　都道府県別・月別件数一覧表　（申請件数累計）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 局 別 合 計

01 北海道 25 17 27 52 179 501 53 63 88 0 0 0 1,005

02 青 森 4 14 10 21 27 116 41 5 8 0 0 0 246

03 岩 手 9 12 15 7 31 68 105 15 15 0 0 0 277

04 宮 城 8 5 6 13 53 172 22 18 12 0 0 0 309

05 秋 田 1 6 0 10 17 80 7 6 12 0 0 0 139

06 山 形 2 11 6 9 25 67 62 6 5 0 0 0 193

07 福 島 8 7 33 18 50 249 44 28 19 0 0 0 456

08 茨 城 9 18 16 21 69 139 17 10 25 0 0 0 324

09 栃 木 7 11 14 27 67 112 26 23 22 0 0 0 309

10 群 馬 7 5 13 19 28 102 33 8 31 0 0 0 246

11 埼 玉 14 12 21 43 72 215 32 37 80 0 0 0 526

12 千 葉 5 17 25 27 68 163 38 27 52 0 0 0 422

13 東 京 60 50 54 86 195 447 85 107 362 0 0 0 1,446

14 神奈川 13 26 25 40 114 235 31 36 72 0 0 0 592

15 新 潟 10 15 26 34 55 183 15 15 15 0 0 0 368

16 富 山 4 8 6 16 26 81 20 19 17 0 0 0 197

17 石 川 10 4 9 9 28 109 30 11 15 0 0 0 225

18 福 井 7 4 13 20 47 213 29 9 9 0 0 0 351

19 山 梨 4 5 11 7 29 48 14 17 14 0 0 0 149

20 長 野 6 12 18 26 57 164 19 31 31 0 0 0 364

21 岐 阜 12 22 19 32 83 247 27 28 16 0 0 0 486

22 静 岡 15 19 34 41 88 347 30 19 28 0 0 0 621

23 愛 知 49 51 62 93 270 777 89 81 120 0 0 0 1,592

24 三 重 6 10 12 16 43 215 14 17 23 0 0 0 356

25 滋 賀 11 10 24 17 43 173 17 10 23 0 0 0 328

26 京 都 11 18 16 23 40 240 22 22 38 0 0 0 430

27 大 阪 59 69 89 107 340 712 93 87 173 0 0 0 1,729

28 兵 庫 29 18 59 62 222 370 45 38 60 0 0 0 903

29 奈 良 4 8 8 19 59 83 18 8 23 0 0 0 230

30 和歌山 9 8 8 16 34 147 15 13 17 0 0 0 267

31 鳥 取 9 7 12 8 15 137 23 9 7 0 0 0 227

32 島 根 9 8 5 6 15 85 36 10 8 0 0 0 182

33 岡 山 18 18 22 25 68 204 14 5 23 0 0 0 397

34 広 島 20 13 23 25 89 257 23 16 23 0 0 0 489

35 山 口 7 5 13 11 84 142 32 19 31 0 0 0 344

36 徳 島 5 3 7 14 24 79 292 24 11 0 0 0 459

37 香 川 5 20 6 26 38 182 16 17 13 0 0 0 323

38 愛 媛 6 14 1 15 25 109 76 11 14 0 0 0 271

39 高 知 7 4 7 11 19 116 32 6 8 0 0 0 210

40 福 岡 21 25 26 50 102 406 155 50 61 0 0 0 896

41 佐 賀 9 2 9 9 26 94 107 12 18 0 0 0 286

42 長 崎 7 5 19 10 15 86 77 14 16 0 0 0 249

43 熊 本 5 24 10 15 27 178 51 28 25 0 0 0 363

44 大 分 3 10 10 30 33 185 46 28 16 0 0 0 361

45 宮 崎 5 6 15 11 21 88 21 7 13 0 0 0 187

46 鹿児島 7 3 11 12 16 118 22 10 10 0 0 0 209

47 沖 縄 8 30 13 15 32 109 75 43 73 0 0 0 398

569 689 888 1,224 3,108 9,350 2,191 1,123 1,795 0 0 0 20,937合 計

令和6年度

令和6年12月31日時点

令和6年 令和7年
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1 / 1 ページ

業務改善助成金　都道府県別・月別件数一覧表（交付決定件数累計）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 局 別 合 計

01 北海道 0 69 56 21 57 36 5 11 551 0 0 0 806

02 青 森 20 6 10 11 13 19 4 12 110 0 0 0 205

03 岩 手 16 18 11 8 8 14 9 10 113 0 0 0 207

04 宮 城 24 17 13 25 5 5 23 15 53 0 0 0 180

05 秋 田 19 2 4 2 2 10 8 6 79 0 0 0 132

06 山 形 0 18 14 21 4 17 8 10 76 0 0 0 168

07 福 島 26 14 15 27 13 10 11 14 173 0 0 0 303

08 茨 城 6 28 21 23 14 7 12 12 151 0 0 0 274

09 栃 木 27 26 9 17 3 14 15 13 58 0 0 0 182

10 群 馬 11 15 22 14 7 14 9 14 79 0 0 0 185

11 埼 玉 35 58 33 30 16 32 20 20 134 0 0 0 378

12 千 葉 1 26 41 38 28 19 21 14 88 0 0 0 276

13 東 京 15 74 68 81 60 71 36 21 359 0 0 0 785

14 神奈川 15 24 54 70 46 26 28 28 165 0 0 0 456

15 新 潟 40 20 19 26 8 8 12 14 201 0 0 0 348

16 富 山 18 4 9 7 20 6 6 13 105 0 0 0 188

17 石 川 39 18 19 7 21 7 9 10 114 0 0 0 244

18 福 井 4 22 11 13 6 11 8 18 148 0 0 0 241

19 山 梨 10 7 10 6 4 9 8 6 25 0 0 0 85

20 長 野 2 18 16 27 19 15 7 8 147 0 0 0 259

21 岐 阜 8 17 26 20 11 11 13 8 232 0 0 0 346

22 静 岡 89 62 50 45 30 22 24 30 209 0 0 0 561

23 愛 知 1 19 67 157 36 30 29 38 329 0 0 0 706

24 三 重 4 14 5 17 11 12 7 9 164 0 0 0 243

25 滋 賀 6 22 28 20 15 10 24 12 51 0 0 0 188

26 京 都 34 39 26 22 16 21 19 25 107 0 0 0 309

27 大 阪 52 148 127 88 65 42 42 41 511 0 0 0 1,116

28 兵 庫 3 26 49 70 50 36 71 14 368 0 0 0 687

29 奈 良 17 13 16 18 5 9 9 15 109 0 0 0 211

30 和歌山 7 5 15 9 9 12 15 6 76 0 0 0 154

31 鳥 取 0 25 10 14 7 2 9 9 53 0 0 0 129

32 島 根 5 3 14 3 5 13 6 11 74 0 0 0 134

33 岡 山 0 9 22 16 17 15 16 24 36 0 0 0 155

34 広 島 13 33 19 31 14 13 17 13 178 0 0 0 331

35 山 口 30 14 7 13 7 16 4 8 122 0 0 0 221

36 徳 島 3 3 9 9 11 7 5 6 63 0 0 0 116

37 香 川 9 5 24 15 15 18 9 9 205 0 0 0 309

38 愛 媛 33 24 17 8 9 10 9 15 141 0 0 0 266

39 高 知 15 6 3 4 10 5 12 6 60 0 0 0 121

40 福 岡 39 61 57 83 38 15 49 51 174 0 0 0 567

41 佐 賀 30 12 6 15 8 8 2 5 66 0 0 0 152

42 長 崎 4 5 15 21 7 5 9 9 143 0 0 0 218

43 熊 本 32 33 24 25 12 27 28 21 57 0 0 0 259

44 大 分 34 40 12 6 4 12 15 17 118 0 0 0 258

45 宮 崎 13 5 7 9 13 10 5 3 64 0 0 0 129

46 鹿児島 10 19 13 9 5 10 6 11 49 0 0 0 132

47 沖 縄 0 37 21 22 0 23 14 24 78 0 0 0 219

819 1,183 1,144 1,243 784 764 727 709 6,766 0 0 0 14,139合 計

令和6年度

令和6年12月31日時点

令和6年 令和7年
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対前年度　69.3％増



賃上げと設備投資を
サポート!国と県が

中小企業・小規模事業者の

国からの助成金600万円+長野県の補助金120万円で

最大
万円の720

補助が受けられます!!

長野労働局に

申請書等を提出

※申請期限 2024(令和6)年12月27日

1

「業務改善助成金」

交付決定

計画に沿って

事業実施し結果報告

※事業完了期限 2025(令和7)年1月31日

2
「業務改善助成金」


交付額決定及び

支給決定通知

※令和7年2月28日までに通知受領

長野県に交付申請書等

必要書類を提出

※国交付額確定通知から3ヶ月以内or令和7年3月10日まで

3

補助金支給

申請の流れ

事業場内最低賃金を

30円以上引き上げ

生産性向上に資する

設備投資等を実施

業務改善助成金を支給


(最大600万円)

長野県内に事業所がある場合…
さらに! 国の支給決定額の

を10分の1 上乗せ支給
認証制度取得企業

「職場いきいきアドバンスカンパニー」等

(最大120万円) 10分の2は

県の補助金(長野県中小企業賃上げ・
生産性向上サポート補助金)支給条件
 長野県内に事業場があること
 令和6年1月1日以降に長野労働局に業務改善助成金の交付申請
 行い、令和7年2月28日までに交付額確定及び支給決定通知を受けていること

 以下の宣言をいずれも行っていること

県「社員の子育て応援宣言」 国「パートナーシップ構築宣言」

国の助成金(業務改善助成金)支給条件
 中小企業・小規模事業者であること

 事業場内賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

 解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

【注意事項】必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。今後の状況により事業内容変更等の可能性もございますのでご了承ください。
13



特例事業者とは
以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。

なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。 

①賃金要件
申請事業場の事業場内最低賃金が950円
未満である事業者

②物価高騰等要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環境
の変化等の外的要因により、申請前３か
月間のうち任意の１か月の利益率が前年
同月に比べ３％ポイント※以上低下して
いる事業者

※「％ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された２つの数値の差を表す単位です

②物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の自動車の導入やパソコン等の新規導入
が認められる場合がございます。

※生産性向上に資する設備投資等のうち
 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動
 PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、業務改善助成金
では、雇入れ後３か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引
き上げていただく必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金（国が例年10月
頃に改定する都道府県単位の最低賃金額）と同様、最低賃金法第
４条及び最低賃金法施行規則第１条又は第２条の規定に基づいて
算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金
課室までお尋ねください。

コース

区分

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

引き上げる

労働者数

助成上限額

右記以外の

事業者

事業場規模

30人未満の


事業者

45円

コース

60円

コース

90円

コース

30円

コース

30円

以上

1人

2~3人

4~6人
7人以上

10人以上*

30万円
50万円
70万円
100万円
120万円

60万円
90万円
100万円
120万円
130万円

45万円
70万円
100万円
150万円
180万円

80万円
110万円
140万円
160万円
180万円

60万円
90万円
150万円
230万円
300万円

110万円
160万円
190万円
230万円
300万円

90万円
150万円
270万円
450万円
600万円

170万円
240万円
290万円
450万円
600万円

1人

2~3人

4~6人
7人以上

10人以上*
1人

2~3人

4~6人
7人以上

10人以上*
1人

2~3人

4~6人
7人以上

10人以上*

45円

以上

60円

以上

90円

以上

※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる対象になります。

長野県物価高騰・人手不足対策業務改善事業(Bizサポ)とは、県内企業の人材不足に対応するため、業務改善支援員を設置し、持続的な賃上げや生産性向上を促進する事業です。

企業等の訪問による支援、賃上げ・生産性向上研修会開催のほか、県補助金申請まで伴走型支援を行います。どうぞお気軽にお問合せください。

お問い合わせはこちらから

050-2000-7065
長野県賃上げ・業務改善支援センター(長野県Bizサポ）（受付時間 平日 9:30～17:30)

ADE.JP.naganobizsapo@jp.adecco.com https://bizsapo-nagano.jp
長野市南千歳1-12-7新正和ビル６F、松本市深志2-5-2県信深志ビル４F  ※当事業は長野県より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。

小売業・飲食店など A 資本金または出資額 B 常時使用する労働者

小売業 小売業・飲食店など 5000万円以下 50人以下

サービス業
物品賃貸業・宿泊業・

医療・福祉・複合サービス
事業など

5000万円以下 100人以下

卸売業 卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種
農業・林業・漁業・

建設業・製造業・運輸業・
金融業など

3億円以下 300人以下

中小企業・小規模事業者とは

助成上限額について

以下のAまたはBの要件を満たす事業者のことです
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【参考】令和7年度概算要求における「賃上げ」支援助成金パッケージ

キャリアアップ助成金（正社員化コース・賃金規定等改定コース）
【633億円】

①非正規雇用労働者を正社員転換し、従前よりも３％以上の賃上げを行った
場合（正社員化コース）、②非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定を
３％以上増額改定し、その規定を適用した場合（賃金規定等改定コース）に
助成
➣賃金規定等改定コースにつき、賃上げ率の新たな区分を設定（２区分→４
区分、賃上げ率６％以上の場合はさらに引き上げ）、昇給制度を新たに設
けた場合の加算措置の創設

働き方改革推進支援助成金 【70億円】

労働時間削減等に向けた環境整備のために外部専門家のコンサルティ
ング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、改善の成
果を上げた場合に助成

現行の賃上げ率３％、５％の場合に加え、７％の場合の助成強化

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）【4億円】

雇用管理改善につながる制度等（賃金規程・諸手当等制度や人事評価
制度等）を労働協約・就業規則を作成・変更することにより導入し、離
職率低下を実現した事業主に対して助成
雇用管理制度助成コースを令和７年度から再開する際、人事評価改善
等助成コース（※）を統合の上、賃上げ（５％）を実現した場合の加
算を導入
（※）人事評価制度を整備、年功のみによらない賃金制度を設ける事業主への助成

業務改善助成金 【22億円】

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投
資等を行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成
地域間格差に配慮した助成率区分等の再編、支援時期等の見直し重点
化

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース） 【27億円】

労働者のスキルアップを在籍型出向により行うとともに、当該出向から復
帰した際又は出向開始１年後等の賃金を出向前と比して５％以上上昇させた
事業主（出向元）に対し、出向中の賃金の一部を助成

人材開発支援助成金 【620億円】

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等
を実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等助成
訓練終了後に賃上げ等した場合の賃金助成額の引き上げ（賃金上昇率
を踏まえた賃金助成額のベースアップの一環として実施）

生産性向上（設備・人への投資等）への支援 正規・非正規の格差是正への支援
拡充

拡充

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)【137億円】

就労経験のない職業に就くことを希望する就職が困難な者を雇い入れ、人
材育成計画を策定した上で、賃金引上げ（雇入れ日から３年以内に５％以
上）を行う事業主に対して助成

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）

【35億円】
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を、離職後３か月以
内に、期間の定めのない労働者として雇い入れたうえで、雇入れ前の賃金と
比して５％以上上昇させた事業主に対して助成
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、①中途採用率を一定以上向上

させた場合、②中途採用率を一定以上向上し、そのうち45歳以上の者で一
定以上拡大させ、かつ、当該45歳以上の者全員の雇入れ時の賃金を雇い入
れ前と比して５％以上上昇させた場合のいずれかを満たした場合に助成

生産性向上（設備・人への投資等）や、正規･非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、
労働市場全体の「賃上げ」を支援。 （※下線部＝Ｒ７要求における拡充部分）

より高い処遇への労働移動等への支援

拡充

拡充

拡充

※ 生産性向上に資する設備投資への支援の在り方については、労働保険特別会計での助成を含め、予算編成過程において検討し、必要な見直しを行う。
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①18.1%

②13.2%

③7.3%
④18.0%

⑤29.1%

⑥13.3%

⑦0.9% 転嫁率【コスト全般】

：49.7％

適切な価格転嫁に向けた取組
令和6年12月

価格交渉促進月間フォローアップ調査

価格転嫁サポート窓口

9月と3月の「月間」終了後に、交渉・転嫁の状況についてフォローアップ調査を実施し、価格転嫁率や業種別の結果・
順位、下請事業者の生声、親事業者の交渉・転嫁の状況等を公表しています。また、交渉・転嫁の状況が芳しくない
親事業者に対する指導・助言を行う他、価格交渉力向上に向けた講習会（オンライン・対面）も開催しています。

中小企業の交渉力向上を支援するため、2023年7月より、全国のよろず支援拠点に「価格転嫁サポート窓口」を設置し、
価格交渉に関する基礎的な知識や、原価計算手法の習得支援を行っています。

調査結果・企業
リストの公表につ
いてはこちら

価格交渉講習
会のお申込み
はこちら

・中小企業庁では、下請中小企業が適切な価格転嫁を実現できるよう、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と

設定し、取引環境の整備に向けた取組を行っています。

・関東経済産業局では、より現場に近い組織として、下請Gメンによる取引実態調査、価格交渉促進月間フォ

ローアップ調査結果の周知、講習会や相談窓口のご案内、パートナーシップ構築宣言の普及・促進、生産性向

上に向けた各種支援策のご紹介等の取組を行っています。

令和6年9月結果令和6年3月結果

コスト増加
・原材料費
・電気代
・人件費
・加工費等

全国のよろず支援
拠点窓口はこちら

価格交渉ハンドブック
はこちら

・原価管理に係る基礎支援
原価管理の目的とその
算出に係る考え方、製
品原価の算出に必要な
情報の把握手法等につ
いて助言。

・製品原価算出に係る実践
的な提案
個々の企業の実態を踏
まえた、具体的な製品
毎の原価の算出方法等
を提案。価格転嫁できた企業の多

くが「原価を示した価格交
渉」が有効と回答。

一部でも
価格転嫁できた
67.2%

全く転嫁できず
19.8%

コストが上昇せず、
価格転嫁は不要
12.9%

全く転嫁できず
14.2％

価格転嫁は不要
29.1%

一部でも
価格転嫁できた

56.7％n=54,430
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．

• 関東経済産業局は、経済産業省の地方ブロック機関であり、広域関東圏 （1都10県＝茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）を行政区域としています。

• 関東経済産業局の政策にご関心がある方、その他の各種支援策を詳しく知りたい方は当局のホームページをご

確認ください。当局のX（旧Twitter）では報道発表や補助金の公募情報、イベント情報などを発信しています。

X（旧Twitter）HP

パートナーシップ構築宣言

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
原材料費に比べ転嫁が難しいとされる「労務費」についての価格転嫁を進めるため、発注者・受注者双方の立場にお
ける行動指針を定めたものです。《2023年11月29日 内閣官房・公正取引委員会より公表》
価格交渉し易いよう、労務費・原材料費・エネルギーコストを分けて交渉するための「価格交渉フォーマット」もご活用い
ただける他、価格交渉する際の根拠資料の材料となる公表資料（最低賃金の上昇率等）について、中小企業庁
HPに集約して掲載されています。

「パートナーシップ構築宣言」とは

・「パートナーシップ構築宣言」は事業者がサプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を
目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するもの。
（参考）2024年3月29日時点の宣言数 43,750社（うち、資本金3億円超の大企業 2,077社）

2024年10月4日時点の宣言数 55,065社（うち、資本金3億円超の大企業 2,559社）

親会社・発注者下請け・受注者

宣言！

価格転嫁の要望等

宣言のイメージ

労務費・原料価格の上昇等

望ましい取引慣行

サプライチェーン全体の共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」の普及・促進及び実効性向上に取り組んでい
ます。宣言企業は、国や地方自治体におけるいくつかの補助金で加点を受けることができます。

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
〈価格転嫁に関するお問合せ先〉

関東経済産業局 産業部 適正取引推進課
TEL：048-600-0325

パートナーシップ構築宣言ポータル
サイトでは、宣言に関する様々な
情報をご確認いただけます。
・補助金加点等の優遇措置
・各都道府県における取組
・宣言企業の取組事例集
・宣言方法 等

（ポータルサイトトップページ）

【行動①】相談窓口の活用
【行動②】根拠とする資料
【行動③】値上げ要請のタイミング
【行動④】発注者から価格を提示されるのを

待たずに自ら希望する額を提示

【行動①】本社（経営トップ）の関与
【行動②】発注者側からの定期的な協議の実施
【行動③】説明・資料を求める場合は

公表資料とすること
【行動④】サプライチェーン全体での

適切な価格転嫁を行うこと
【行動⑤】要請があれば協議のテーブルにつく

こと
【行動⑥】必要に応じ考え方を提案すること

【行動①】定期的なコミュニケーション
【行動②】交渉記録の作成、発注者と受注者の

双方での保管

発注者として採るべき行動／求められる行動 受注者として採るべき行動／求められる行動

発注者・受注者双方が採るべき行動／求められる行動

労務費・原材料費・エネルギーコスト
上昇の根拠となる公表資料について
はこちら（中小企業庁HP）

指針の詳細や価格交渉フォーマット、
説明動画の視聴についてはこちら
（公正取引委員会HP）

12の行動指針
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https://www.kanto.meti.go.jp/
https://www.biz-partnership.jp/
https://www.biz-partnership.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#roumuhi_shishin
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html
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長野地方最低賃金審議会会議公開要綱 

 

第１条 この要綱は、長野地方最低賃金審議会の本審議会及び専門部会の会議（以

下「審議会等」という。）の公開に関し長野地方最低賃金審議会運営規程（以

下「運営規程」という。）及び専門部会運営規程（以下「部会運営規程」と

いう。）の定めによるほか、その具体的な取扱について定める。 

 

第２条 会議の公開又は非公開の決定は運営規程及び部会運営規程に基づき、審議

会等において行う。 

 

第３条 公開する審議会等の開催日時、場所及び傍聴人の募集については、審議会

等の開催日の 14 日前（審議会日程により、異なる場合もある。）に、長野労

働局において掲示する。 

 

第４条 審議会等の傍聴を希望する者は、審議会等の開催日の６日前（審議会日程

により、異なる場合もある。）までに、はがき又はファクシミリにより労働

基準部賃金室あてに申込むものとする。 

  ２ 介助者が必要な場合には、申込書にその旨及び介助者の氏名を記入するも

のとする。 

 

第５条 傍聴者は、原則として５名以下とする。 

  ２ 傍聴を希望する者がこの数を超える場合は、抽選とする。 

  ３ 抽選結果については、当選者にはがきで通知する。ただし、緊急の場合は

電話で通知することができる。 

  ４ 傍聴は申込者（抽選の場合は当選者）本人のみとする。ただし、前条に規

定する介助者についてはこれを認める。 

 

第６条 公開する審議会等ごとに傍聴人名簿を作成する。 

 

第７条 傍聴者には、傍聴整理券を発行する。 

  ２ 傍聴人は、審議会等開始の 10 分前までに来場し、入場については会長等

の指示によるものとする。 

  ３ 傍聴人には、審議会等傍聴に当たっての遵守事項を周知させるものとする。 
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第８条 審議中に、審議会傍聴に当たっての遵守事項に反する行為があれば、違反

者に対し会長乃至部会長から是正を求め、従わない場合は退去を求めるのと

する。 

  ２ 退去要求に従わず審議の妨害を続ける場合は、会長乃至部会長から退去命

令を発出する。 

  ３ 退去命令にも従わない場合には、所轄警察署へ連絡し強制排除を行うこと

とする。 

 

第９条 審議会等の会議を公開する場合には、第４条及び第５条の規程にかかわら

ず、報道関係者については席が許す限り取材を認めることとする。この場合

であっても撮影及び録音は、審議会開始直前までとする。 

 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項

は、審議会等に諮って会長又は部会長が定める。 

 

附  則 

  この要綱は、平成 23 年７月４日から施行する。 



 

別紙※ 

 

審議会等の公開・非公開について 

 

 

※本別紙は、平成 23 年６月 20 日付で長野県地方最低賃金審議会運営問題小委員会委員

長から提言し、平成 23 年７月４日に開催された第 48 期長野地方最低賃金審議会第２

回総会において了承された審議会等の公開・非公開を決定するに際し尊重するもので、

平成 28 年６月 16 日、平成 29 年６月 19日及び令和５年７月３日に修正されている。 

 

１ 次に掲げる審議が行われる審議会は、原則非公開とする。 

（1） 具体的な金額を議論する審議 

（2） 個人等からの意見聴取を含む審議 

（3） 運営に関する事項を含む審議 

（4） その他公開することによって率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が損な

われるおそれのある審議 

 

２ 個別の審議会等の具体的取扱い 

（1） 長野地方最低賃金審議会（総会）について 

公開とする。ただし、最低賃金の決定等について審議会の意見（答申）に対して

の異議の申出に関しての審議会（最賃法第 11 条第３項―異議審）は金額審議を含む

審議のため非公開とする。 

（2） 長野県最低賃金専門部会、特定最低賃金専門部会について 

第 1 回部会は公開とし、第 2 回以降は原則として公開し、公開することにより個

人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不

当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性

が損なわれるおそれがある場合等には、部会長は、会議を非公開とすることができ

る。 

（3） 運営問題小委員会、特定最低賃金検討小委員会について 

公開することによって率直な意見交換が損なわれるおそれがあるため非公開とす

る。 

 

３ 報道機関への広報等について 

（1） 事前に報道機関へ公表するもの 

長野県最低賃金の改正諮問が行われる総会の開催。 

長野県最低賃金の金額採決（答申）の総会の開催。 

（2） 事後に報道機関へ公表するもの 

ア 長野県最低賃金、特定最低賃金の諮問。 

イ 長野県最低賃金、特定最低賃金の答申。 



（3） 公表方法 

報道機関へのメール送信（投げ込み）を原則とする。 

 

４ その他の留意点 

（1） 金額の採決を行う総会において、会長が専門部会における労使双方の主張の要

旨の説明を行う。 

（2） 非公開審議会等であっても、開催日時、場所、議事要旨については公開するもの

とする。 

（3） 会議途中からの公開又は非公開は、行わないものとする。 


